
地域の助け合いが大切です！ 

福井市避難支援プランのご案内 
 

高齢者や障がいがある方など、災害時の避難に支援を必要とする方の中で、地域ヘの情報提供

に同意いただいた方の名簿を市が作成し、その情報を地域に提供することで、平常時の見守り活

動や災害時の支援体制づくりに役立てる制度です。 

 

① 身体障害者手帳１・２級（総合等級）をお持ちの方 

② 療育手帳Ａをお持ちの方 

③ 要介護認定３～５を受けている方 

④ 精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの方 

⑤ 福井市ひとり暮らし等高齢者登録資格認定者の方 

⑥ その他、自力で避難することが困難な方 

※家族からの支援を受けることができる方や施設・病院などへの長期入所・入院の方は除きます。 

 

支援を希望される方は、同意書を市役所の受付窓口へ提出してください。郵送での提出も可能で

す。同意書は、受付窓口に置いてあるほか、危機管理課のホームページからダウンロードすること

ができます。 

 

    

福井市避難支援プランとは 

支援の対象者（避難行動要支援者） 

制度のながれ 
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個別避難計画の作成 

危機管理課、福祉政策課、障がい福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課、 

健康管理センター、保健企画課  

※郵送の場合は、危機管理課宛てに送付してください。 

受付 

窓口 



 

作成した名簿は、自治会、自主防災会、民生委員児童委員、福祉委員、社会福祉協議会、 

地域包括支援センター、消防機関、警察機関 に提供します。 

 

個別避難計画とは、支援が必要な方一人ひとりに対して、 

災害時に『「だれが」「どこに」「どのように」避難させるのか』を、 

事前に決めておくものです。 

支援が必要な方やその家族と、名簿を提供している避難支援等関係者及び 

実際に避難支援を行っていただく避難支援者の３者で相談しながら、 

支援が必要な方に最も適した計画を作成していきます。 

 ※作成した個別避難計画は、市へコピーを１部提出します。 

 ※支援が必要な方の状況や支援内容が変更となった場合、適宜、個別避難計画を更新します。 

 

 この制度は、地域の助け合いによる制度です。本制度に登録したからといって、災害時に 

必ず支援が行われるものではないことをご理解ください。 

そのため、支援を希望される方自身も、常に「自分の身は自分で守る」という意識を持って、

普段から積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。 

 自治会に加入されていない方は、加入することをお勧めします。 

 

災害が発生したときには、地域の助け合いが極めて重要となります。 

災害時の避難支援を必要としている方が地域にいることを理解していただき、自治会などから

避難支援者としての依頼があった際には、可能な範囲でご協力をお願いします。 

この制度は地域の力で、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害時はご自身や

ご家族の安全確保を優先してください。 

名簿の配付先（避難支援等関係者） 

個別避難計画の作成 

支援を希望される方へ 

地域のみなさまへ 

【問い合わせ先】 

福井市役所 市民生活部 危機管理局 危機管理課 

〒910-8511 福井市大手 3丁目 10 番 1 号 

TEL (0776)20-5234   FAX (0776)20-5235 

 地域のみなさんの助け合いで、 

「安心して暮らせるためのまちづくり」 

のご協力をお願いします。 


